
(2) 地域における新しい福祉ネットワークの構築

(3) 地域においての支援に関するニーズと取組みのマッチング 

(4) 上球磨地域包括支援センターとの連携

(1) 相談所の開設　毎月第2木曜日　午後1時から4時まで

(1) 福祉と文化のつどい事業(10月)

(2) 金婚夫婦表彰事業(50周年）

(3) ダイヤモンド婚(60周年)

(4) ひとり金婚のつどい事業

(1) 福祉団体スポーツ大会の開催

(1) 水上村民生委員協議会事務局

(2) 水上村老人クラブ連合会事務局

(3) 水上村身体障害者福祉協議会活動支援

(4)

(1) 社協だより　年4回発行

(2) ふれあい郵便　年6回発行

(3) 介護者だより発行　年6回発行

熊本県弁護士会から派遣される弁護士が相談に応じ

る。

5.福祉団体等の支援

6.広報活動

3.敬老事業

　当事者団体等の事務局として活動を支援する。また、自主

運営ができるように開催行事やイベントなどへの送迎などの

サポートを行う。

※活動助成金の交付（水上村英霊顕彰会、水上村身体障害者

福祉協議会、水上村母子寡婦連合会、水上村遺族会、水上村

老人クラブ連合会（シルバーヘルパー活動）

社協活動や福祉に関する情報を村民へ提供する。

2.心配ごと相談事業

　法律に関する専門的な相談を無料で受け付け、生活上の問

題や住民間のトラブルなどの解決に向け、村民が安定した生

活が送れるよう支援する。

4.健康増進スポーツ大会

誰でもが気軽に体育・スポーツ活動に親しむ機会を提供し、

もって共生社会の形成に寄与する。

　高齢者に敬意と祝意表し、長寿と生きがいの増進を図る。

（水上村老人クラブ連合会、水上村身体障害者福祉協

議会、水上村母子寡婦連合会合同体育祭）

令和8年度社会福祉法人水上村社会福祉協議会事業計画書

１．基本方針

　近年、急激な物価高騰による生活困窮や社会的孤立など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、個々

の課題も複雑かつ多様化しています。こうした状況の中で、誰もが安心して暮らせる社会の実現は、村民の

皆さま共通の願いであり、重要な課題であると思われます。

  水上村社会福祉協議会では、変化する社会や多様なニーズにしっかりと目を向けながら、その人らしい暮

らしを地域で支えていくために、「ふれあい会」などの“通いの場”づくりをはじめ、さまざまな活動を積極

的に進めてまいります。また、これらの取り組みを通して、日々の生活に安心や楽しみが生まれ、生きがい

につながるような「豊かな地域づくり」をめざすとともに、ボランティア活動などを通じて、人と人とのつ

ながりを実感できる地域づくりを、今後も継続して進めてまいります。

　介護事業につきましては、これまでと同じく感染防止対策を徹底しながら、安定したサービスの提供を続

けてまいります。また、良質な介護サービスを今後も継続してお届けできるよう、前年度に引き続き、事業

運営の改善にも取り組んでいきます。

２.  重点施策

具体的な取り組み

水上村母子寡婦連合会活動支援（一日家族事業の実

施）など

（１）社会福祉事業

実施事項目的及び概要

1　地域福祉の推進

　地域支えあい推進員として、高齢者の生活支援・介護予防

の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、

生活支援および介護予防サービスの提供体制の構築に向けた

コーディネート機能を果たす。

(1) 社会資源を適切に把握し、地域住民のニーズに合わせ

た新しい福祉サービスの開発と育成

1.生活支援コーディネーターの配置（水上村からの受託）



(1) 生活福祉資金の紹介と受付

生活福祉資金貸付事業 (2) 償還等についての適正な管理

(3) 担当民生委員との連絡・調整

(1) ふれあい会の開設（大字地区）

延べ開催予定数  年36回

(2) 分館ふれあい会の開設（各分館）

延べ開催予定数　年60回

(3) しゃくなんカフェの開催（江代地区）

延べ開催予定数　年24回

(4) ひとり暮らしのつどい開催

(1) 生活管理指導事業

(2)

(1) 配食サービス（毎週木曜日）

利用料300円

(2) 湯山温泉元湯配食サービス（温泉送迎利用者）

利用料300円

(1) 訪問調査、支援計画の作成、契約

(2) 日常的金銭管理、通帳や書類等の保管

(3) 日常生活上の手続きの支援

(4) 人吉球磨成年後見センターとの連携

(1) 自立相談支援事業

(2) 家計改善支援事業

(3) 就労準備支援事業

(4) ニーズ把握、家庭訪問

(5) 関係者等への働きかけ、調整

(1) 福祉用具の無料貸出し

寝台、車いす、歩行器など

(1) 家事支援

食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等

(2) 育児支援

子育て支援施策等の情報提供等

4.日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

　寝台や車いすなどの介護機器を無料で貸出し在宅介護を支

援する。

　判断能力が低下した高齢者や知的、精神障がいのある方に

対し、生活支援員が定期的に訪問し、安心して生活できるよ

うに支援を行う。

具体的な取り組み

1.ふれあい会

具体的な取り組み

実施事項目的及び概要

　社会活動への参加機会等が乏しく、日常的に人との関わり

がない世帯に訪問介護員が訪問し、生活管理や健康管理を行

うことにより生活意欲の向上、認知機能の維持などを図り高

齢者が安心して健やかに暮らせるように支援を行うことを目

的とする。

実施事項目的及び概要

　高齢者、障がい者及びその家族等に福祉資金を貸し付ける

ことにより世帯の生活安定を図る。

2　高齢者等の日常生活支援

　家に閉じこもりがちな高齢者や障がいのある方々の生きが

いの創出、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図る

ことを目的として、地域のボランティアの方々にも参加いた

だき開催する。また、身近な地域において誰もが集える場と

して実施する。

水上村から受託

水上村老人クラブ連合会が行うシルバーヘルパー活動

との連携

健康管理：定期的な健康チェック、栄養管理

その他：生活相談、話し相手など

2.見守り活動支援事業

3.配食サービス事業

7.在宅生活を支援する資金の貸付(熊本県社協からの受託）

6.福祉用具貸付事業

5.生活困窮者自立支援事業

　生活困窮者の抱えている課題を分析し、そのニーズを把握

すると共に、個々に応じた自立支援計画を作成し、関係機関

と連携調整を図りながら就労等各種支援を継続的に行い、自

立に向けた支援を行う。

7.子育て世帯訪問支援臨時特例事業

　家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら子育てを行

う家庭に対して、訪問支援員が居宅を訪問し、家庭が抱える

不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を行

う。

　一人暮らし高齢者等で配食サービス希望者に、毎週1回お

弁当を配達し、食の支援並びに利用者の健康状態と安否確認

を目的に実施する。



(1) 予約の受付及び運転手への連絡調整

(2) 毎週2回月曜日、木曜日の運行

(3) 利用料　1回500円

(1) 『5月1日～5月31日』を強調月間として、女性の会、

区長会の協力を得て社資募集を行う。

(1) 募金活動の推進(赤い羽根)

(2) 戸別募金について各区長への協力依頼

(3) 学校募金、街頭募金などの実施

(1) 募金活動の推進(歳末助け合い)

(2) 戸別募金について女性の会、区長会への協力依頼

(3) 民生委員との同行訪問の実施

(4) シルバーヘルパーとの連携

(1) 福祉施設でのボランティア体験

(1) ボランティア協力校として村内水上学園を指定

(2) 活動費の助成

(1)

　10月1日から3月31日まで全国一斉に行われる赤い羽根共

同募金運動を展開し、地域福祉活動費の確保に努める。

3.歳末助け合い運動

具体的な取り組み

1.ワークキャンプ事業

　ボランティア協力校では、学童・生徒の頃から、幼少者・

高齢者・障がい者等との交流体験やワークキャンプなどの福

祉体験活動を中心としたボランティア活動に取り組むこと

で、子どもたちがさまざまな人々を自然に受け入れ、福祉へ

の関心を育むことを目的に活動を展開。

3.地域支えあいポイント事業（水上村からの受託） 地域支えあい活動（地域貢献活動等）に対する活動評

価ポイントの管理、ポイント還元手続きなど
　村民の方々が、豊かな経験と知識、技能を活かした社会参

加、地域貢献活動を通して、高齢者等が住み慣れた地域で安

心して生活できる地域社会づくりの構築を図る。

４　ボランティア活動の支援

　公共交通機関がない交通空白地域（川内地区）において、

住民の移動手段を確保することを目的として、多良木町まで

の路線を一日6便運行する。

　12月1日から12月31日までに行われる運動で寄せられた募

金を村内の要支援者の方々に配分し「あったかいお正月」を

迎えられるよう支援する。

　村内の水上学園後期課程の生徒や一般住民を対象に、社会

福祉への理解を深め、ボランティア活動に参加するきっかけ

づくりや地域とのつながりを強めることを目的として実施。

社会福祉施設での利用者や地域の方々との交流、福祉

用具や社会福祉制度の説明など、様々な体験学習を取

り入れたプログラムを企画。

　赤十字の活動は、人道博愛の精神から、世界各地での救援

活動はもとより国内での災害救護、血液事業、医療活動、社

会福祉事業などの活動が展開されている。このような赤十字

の活動は、みなさまからご協力いただいている社資により支

えられておりその活動費の確保に努める。

1.日本赤十字社　社資活動

具体的な取り組み実施事項目的及び概要

実施事項目的及び概要

実施事項目的及び概要 具体的な取り組み

2.ボランティア協力校活動支援

8.公共交通空白地対策事業（水上村からの受託）

3　日赤社資・共同募金活動の推進

2.赤い羽根共同募金



(1) 居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）

(2) 訪問介護事業

(3)

(1) 訪問型サービス

(2)

(1) 居宅介護支援事業

(2) 同行援護事業

(3) 地域生活支援事業（移動支援）

(1) 居住の提供

(2) 利用者に対する各種相談・助言、緊急時の対応

(3) 介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場

合、必要に応じた利用手続の援助
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び

交流の場の提供

(1) ふれあい会の開催

(2) 温泉保養士による温泉療法を活用した健康づくりを実施

(3) 高齢者や障がいのある方等を対象とした元湯温泉送迎

バス運行の実施
(1) 基本方針 (4) 村民に対し魅力ある元湯温泉を効果的にPRし「元湯温

泉の良さを入浴することで知ってもらう」取組を行

(1) 施設運営の収入源の一部として売上向上を図る。

③温泉の魅力を活用するための調査研究及び啓発活動を行

い、村内利用者を増やし適正な運営につなげてまいります。

①全ての来訪者から愛される温泉施設を目指します。

4.生活支援ハウス運営事業（水上村からの受託）

　60歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方

及び家族による援助を受けることが困難な方であって、高齢

などのため独立して生活することに不安のある方が、安心し

て健康で明るい生活を送れるように、介護支援機能、居住機

能及び交流機能を総合的に提供することを目的に実施する。

（2）公益事業

実施事項目的及び概要 具体的な取り組み

1.健康療養施設「湯山温泉元湯」の経営（指定管理）

　水上村の四季折々の自然環境の中で、訪れる方々に癒しの

場を提供するとともに、村民の健康と福祉の増進及び地域振

興に寄与することを目的として実施する。

2.介護予防・日常生活支援総合事業

通所介護事業

※夕食サービスの提供　※サービス時間の延長

※接遇マナーの徹底

　介護保険法令を遵守し、利用者がその居宅において、それ

ぞれの有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営

むことができるように支援することを目的として実施する。

また、良質かつ適正な介護サービスの提供に努め、利用者の

満足度の向上を目指す。

具体的な取り組み

5.介護保険等関連事業（在宅福祉サービス）

実施事項目的及び概要

　利用者がその居宅において、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況

及びその置かれている環境に応じて、良質かつ適正な介護

サービスの提供に努め、利用者の満足度の向上を目指す。

（3）収益事業

実施事項目的及び概要 具体的な取り組み

1.健康療養施設「湯山温泉元湯」内売店の経営

②来訪者の安全と快適性を最優先し、清潔で明るい温泉施設

として、質の高いサービスと、心身の癒しが体感できる施設

を目指します。

1.介護保険事業

　利用者がその居宅において、それぞれの有する能力に応

じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援することを目的として実施する。また、良質かつ適正な

介護サービスの提供に努め、利用者の満足度の向上を目指

す。

通所型サービス

　※夕食サービスの提供

3.障害福祉サービス


